
第１５節 緊急輸送整備計画 

関係機関 総務部総務課・道路河川課・土木管理室・大阪国道事務所・鳳土木事務所 

 災害発生時に救助・救急、医療、消火並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施するため、緊急輸送

体制の整備に努めるものとする。 

第１ 陸上輸送体制の整備 

１ 緊急交通路の選定 

(１) 広域緊急交通路 

 府は、災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施するため、府県間を連絡する主要道路、府域の

広域防災拠点、後方支援活動拠点などを連絡する主要道路、各市町村の輸送拠点及び災害拠点病

院を連絡する主要道路を広域緊急交通路（重点路線：国道26号、大阪和泉泉南線 その他：国道

170号、泉大津美原線 自動車専用：近畿自動車道、堺泉北有料道路）として選定している。 

(２) 地域緊急交通路の選定 

 市は、府選定の広域緊急交通路と、災害対策本部、臨時ヘリポート、緊急物資集積場所など防

災重要拠点とを結ぶ道路を市の地域緊急交通路として選定する。 

 本市の定めた地域緊急交通路は、次のとおりである。 

区分 路  線  名 区            間 

国道 480号 
穴田（国道26号）～槇尾中学校南（国道170号）、大野町（国道170号）～南

横山小学校前 

富田林泉大津線 光明池駅前３号（府道堺泉北環状線）～室堂町北（国道480号） 

泉州山手線 室堂町北（国道480号）～いぶき野大橋（和泉中央線） 

和泉富田林線 山の谷伏屋線交差点～伏屋町中（府道和田福泉線） 

和田福泉線 伏屋町中～南大阪変電所前 

堺泉北環状線 光明池駅前３号～府立母子センター南 

大阪岸和田南海線 和泉中央線交差点～和気小学校前（府道父鬼和気線） 

父鬼和気線 和気町（大阪和泉泉南線）～久井南（国道170号） 

三林岡山線 内田町（府道父鬼和気線）～和田南（国道480号） 

春木岸和田線 春木町（府道父鬼和気線）～南松尾中学校前 

府道 

池上下宮線 池上曽根遺跡前～幸小学校南 

和泉中央線 全線 

上代伏屋線 全線 

山の谷伏屋線 全線 

黒鳥観音寺線 全線 

和田光明台線 国道480号交差点～光明台中央 

三林光明台線 光明台西（和田光明台線）～光明台春木線交差点 

市道 

上伯太線 府道泉大津美原線～信太中学校東 

 



 

 北信太駅前線 全線 

鶴山台本線 北信太駅前線交差点～鶴山台南小学校前 

伯太町２号線 全線 

舞伯太府中線 伯太町２号線交差点～伯太桑原線交差点 

伯太桑原線 舞伯太府中線交差点～府中信太山線交差点 

府中信太山線 全線 

府中黒鳥線 和泉中学校前（大阪和泉泉南線）～府中信太山線交差点 

室堂光明線 
南大阪変電所前（府道和田福泉線）～府立母子センター南（府道堺泉北環

状線） 

伏屋唐国線 池田下町側道３号線交差点～府道父鬼和気線交差点 

池田下町側道３号線 府道和泉富田林線交差点～伏屋唐国線交差点 

まなび野中央線 和泉中央線交差点～緑ケ丘本線交差点 

緑ヶ丘本線 まなび野中央線交差点～府道父鬼和気線交差点 

緑ヶ丘11号線 緑ヶ丘本線交差点～緑ヶ丘小学校前 

青葉台１号線 全線 

青葉台中央線 全線 

 

唐国久井線 唐国町（泉州山手線）～テクノステージ（国道170号線） 

 光明池春木線 和泉中央交差点～三林光明台線交差点 

２ 緊急通行車両の事前届出 

 市所有の車両のうち必要のあるものについては、緊急通行車両の事前届出手続きを和泉警察署（交

通課）に対して行う。 

３ 備品等の整備 

 通行禁止等を示す看板やカラーコーン等、必要な備品の整備に努める。 

４ 道路障害物除去対策の検討 

 障害物を除去する道路の優先順位及び除去方法について検討する。 

５ 緊急交通路の整備 

 市は、市の緊急交通路と選定した市道の拡幅、耐震強化の整備を推進するとともに、他の道路管理

者に対し当該道路の耐震強化等の整備の推進を要請し、効率的な緊急輸送ネットワークの整備に努め

る。 

６ 震災時の応急点検体制等の整備 

 道路管理者は、平常時からその管理する道路の安全性を十分に監視、点検するとともに、災害時の

通行支障に関する情報の収集体制や応急点検体制を整備する。 

７ 緊急交通路の周知 

 市は、災害時に緊急交通路の機能を十分に発揮させるため、平常時から広報紙等を活用し住民へ緊

急交通路の周知に努める。 

第２ 航空輸送体制の整備 

 市は、負傷者や物資等の緊急輸送に際して陸上輸送の補完並びに自衛隊等の応援の受入れを迅速に行

うため、災害時用臨時ヘリポートを既に選定しているが、臨時ヘリポートが災害時に有効に利用し得る

 



 

よう、整備を推進する。 

 本市の災害時用臨時ヘリポートは資料編に掲載のとおりである。 

第３ 輸送手段の確保体制 

 市は、平常時より庁用車両の定期点検等を実施し、現況を把握するとともに、災害時に緊急通行車両

等の不足に備え、平素より関係団体との協定締結等の検討を図り、車両等の調達体制の整備に努めるも

のとする。 

資料編  ○ 災害時用臨時ヘリポート一覧      

     ○ 災害時用臨時ヘリポートの選定基準      

 


